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遠軽地区

遠軽地区広

とし、代表

力企業とす

下「基本協

なお、基

べき場合を

意味を有す

 

 

（目的） 

第１条 基

別目的会

る契約（

ることを

 

（基本的合

第２条 甲

乙は、２ 

「提示条

する。 

乙は、３ 

び入札提

ことにつ

乙は、４ 

本件事業

範囲にお

その費用

前項の５ 

 

（事業契約

第３条 甲

けて誠実

する。 

乙は、２ 

の要望事

甲及び３ 

ては、入

甲及び４ 

ものとす

甲及び５ 

 

区広域組合ご

広域組合（以

表企業、[  

する[    

協定」という

基本協定で用

を除き、『遠軽

するものとす

基本協定は、

会社（以下

（以下「事業

を目的とする

合意） 

甲は、乙を本

本件事業を

条件」という

入札提出書

提出書類の内

つき、あらか

事業者の設

業のスケジュ

おいて当該準

用は、乙又は

の準備行為及

約についての

甲及び乙は、

実に協議する

事業契約の

事項を尊重す

び乙は、事業

入札説明書等

び乙は、事業

する。 

び乙は、事業

ごみ焼却施設

以下「甲」と

   ]、

 ]グルー

。）を締結す

用いる用語は

軽地区広域組

する。 

本件事業に

「事業者」と

業契約」とい

る。 

本件事業に関

を実施する落

う。）を遵守

書類の一部が

内容が提示条

かじめ異議な

設立の前後を

ュールを遵守

準備行為に協

は事業者の負

及び協力の結

の協議） 

提示条件、

るものとし、

の締結のため

するものとす

業契約の締結

等において示

業契約につき

業契約締結後

設長期包括的

いう。）と、

[     

ープ（以下「

する。 

は、基本協定

組合ごみ焼却

に関して乙が

という。）と

いう。）の締結

関する落札者

落札者の選定

のうえ、甲

が提示条件に

条件に合致す

なく同意する

を問わず、ま

守するために

協力するもの

負担とする。

結果は、事業

入札提出書

可及的速や

めの協議にあ

する。 

結に関し、提

示された本件

、平成２９

後も、本件事

1

的運営委託事

、[    

]……を構

乙」という

定に別段の定

却施設長期包

が落札者とし

甲との間で

結に向けて

者としたこと

定手続におい

に対して入

に合致しない

するか否かに

。 

また、事業契

に必要な準備

のとする。甲

 

業契約締結後

書類及び事業

やかな事業契

あたり、本件

提示条件及び

件事業の目的

年９月３０

事業の遂行の

事業（以下

 ]（以下

構成員、[  

。）との間で

定義がなされ

包括的運営委

して決定され

締結する本

、甲及び乙

を確認する

いて、甲が入

札提出書類

い場合には、

については甲

契約の締結前

備行為を行う

甲が当該準備

後、事業者が

業契約書（案

契約の締結に

件事業の落札

び入札提出書

的に照らして

日までに締

のために協力

「本件事業」

「代表企業」

   ]、

で、以下のと

れている場合

委託事業入札

れたことを確

件事業に係

の義務につ

。 

入札説明書等

を提出した

提示条件の

がその裁量

前であっても

ものとし、

備行為に協力

速やかに引

案）に基づき

に向けて最大

札者選定手続

書類によって

協議するも

締結すること

するものと

という。）

という。）

[     

とおり、基本

合又は文脈上

札説明書』に

確認し、乙の

る本業務の

いて必要な

等に提示した

ものである

の内容が優先

量によりこれ

、自己の費

甲は、必要

力する場合に

引き継ぐもの

、事業契約

大限の努力を

続きにかかる

ても不確定な

のとする。

を目途とし

する。 

に関して、

を代表企業

]……を協

本協定書（以

上別異に解す

に定義された

設立する特

委託に関す

事項を定め

た条件（以下

ことを確認

先すること及

れを判断する

費用と責任で

要かつ可能な

においても、

とする。 

約の締結に向

行うものと

選定委員会

事項につい

 

し、協議する

業

協

以

す

た

特

す

下

認

及

で

会

い



 

 

（事業者の

第４条 乙

成１７年

に設立し

事業者２ 

事業者３ 

る承諾な

（１） 事業

（２） 事業

（３） 事業

（４） 会社

（５） 監査

２項

構成員４ 

事業期間

構成員間

（１） 本条

して

（２） 事業

（３） 事業

資本

（４） 事業

らの

（５） 代表

るこ

（６） 事業

業者

しな

の他

（７） 事業

支障

切と

[  

（８） 事業

（９） 事業

（１０）事

じた

代表企５ 

れかの構

出資すべ

構成員６ 

ければな

の設立） 

乙のうち、構

年法律第８６

し、その履歴

者は、甲の事

者の定款は、

なくして削除

業者の目的は

業者の本店所

業者の株式は

社法第１０８

査役並びに会

項に従い監査

員は、事業者

間にわたって

間で締結する

条第３項各号

て削除又は変

業者の資本金

業期間中にお

本金額及び株

業者の設立に

の出資は認め

表企業の議決

こと。 

業期間にわた

者の株式を第

ないものとし

他の方法によ

業者が債務超

障が生じる懸

と認める支援

   ]円

業者が本件事

業者が本件事

事業者と第三

た場合、本件

企業は、自己

構成員が同号

べき額の出資

員は、甲の要

ならない。 

成員は、基本

６号。その後

歴事項全部証

事前の書面に

次の各号に

除又は変更し

は、本件事業

所在地は、構

は譲渡制限株

条第２項各

会計監査人の

査役並びに会

者の設立及び

て維持するも

る株主間契約

号に定める事

変更しないこ

金を金【】円

おける事業者

株主構成の変

に当たり、構

めないこと。

決権保有割合

たって事業者

第三者に譲渡

し、事業者に

より資本参加

超過に陥った

懸念がある場

援措置を講ず

円（事業者提

事業を遂行す

事業を事業契

三者（事業者

件事業に支障

己以外の構成

号所定の出資

資を行うもの

要請に応じ、

本協定締結後

後の改正を含

証明書及び定

による承諾な

に従って作成

しないものと

業を遂行する

構成町内とし

株式とし、会

各号所定の定

の設置は任意

会計監査人の

び運営につい

ものとする。

約（以下「株

事項を事業者

こと。 

円（事業者提

者の資本金額

変更に係る甲

構成員のすべ

 

合を、設立時

者の株式を保

渡し、担保権

に対して、構

加させないこ

た場合、又は

場合には、連

ずること。

提案）とする

するための人

契約に従って

の従業員を含

障がないよう

成員が前項第

資を行わない

のとする。

その保有す

2

後速やかに、

含む。）に定

定款の原本証

なく、本件事

成しなければ

する。 

るのみである

し、これを構

会社法第１０

定めの規定が

意とする。た

の設置に関す

いて、次の各

なお、本項

株主間契約」

者の定款に規

提案）とし、

額及び株主構

甲の事前の書

べてが別紙１

時から事業期

保有するもの

権を設定し又

構成員以外の

こと。 

は資金繰りの

連帯して事業

なお、構成

る。 

人員の確保に

て適切に遂行

含むが、これ

に当該問題

第４号に基づ

いときは、当

する事業者の

本件事業の

める株式会

証明付写しを

事業以外の業

ばならない。

こと。 

構成町以外の

７条第２項

がないこと。

ただし、設置

する定款の定

各号に掲げる

項に定める内

という。）に

規定し、これ

事業期間中

構成は、別紙

書面による承

のとおり出

期間を通じて

のとし、甲の

又はその他の

の第三者に対

の困難に直面

業者への追加

成員が行なう

に協力するこ

行するよう、

れに限られな

題を甲が満足

づいて負う出

当該構成員に

の株式に甲を

の遂行のみを

社として、

を甲に提出す

業務を行って

なお、これ

土地に移転

項第１号所定

 

置する場合は

定めがあるこ

条件で合意

内容について

においても合

れを甲の事前

中これを維持

紙１のとおり

承諾がある場

出資を行うこ

て１００分の

事前の書面

の処分（これ

対し、新株又

面した場合な

加出資又は融

う追加出資又

と。 

事業者を管

ない。）との

足する形式及

出資義務を保

に代わり、同

担保権者と

を目的として

事業者を甲

するものとす

てはならない

れを甲の事前

転させないこ

定の定めを規

は、会社法第

と。 

意するものと

ては、本件事

合意するもの

前の書面によ

持すること。

りであること

場合を除く。

ととし、構

の５０を超え

面による承諾

れらの予約も

又は新株予約

など、本件事

融資、及びそ

又は融資の

管理監督する

の間で紛争等

及び内容で解

保証するもの

同号に従い当

する担保権

て会社法（平

の構成町内

する。 

い。 

前の書面によ

と。 

規定すること

第３２６条第

し、かつ、

事業に関して

のとする。

る承諾なく

 

と。ただし、

 

構成員以外か

えるものとす

諾なくして事

も含む。）を

約権の発行そ

事業に重大な

その他甲が適

上限額は、

こと。 

等の問題が生

解決すること

とし、いず

該構成員が

権を設定しな

平

内

。 

第

か

す

事

適

生

。 

ず



 

 

乙は、７ 

徴して、

 

（資金調達

第５条 乙

資金調達

 

（損害賠償

第６条 基

た場合、

行に起因

害の一切

 

（事業契約

第７条 事

は各自の

基づき乙

前項に２ 

落札金額

支払う義

業契約の

その部分

かる乙の

 

（秘密保持

第８条 甲

る以外の

をもって

らず、基

（事業者

次の情２ 

（１） 開示

（２） 開示

（３） 開示

（４） 甲及

第１項３ 

に対する

る事前の

事前の通

（１） 弁護

（２） 法令

（３） 権限

事業者設立

これを直ち

達協力義務）

乙は、甲に提

達の実現のた

償） 

基本協定の各

その損害の

因して甲に損

切を賠償する

約の不成立）

事業契約の締

の負担とし、

乙の準備行為

に係わらず、

額並びにこれ

義務を連帯し

の不締結によ

分について甲

の損害賠償債

持） 

甲及び乙は、

のもの（以下

て管理し、基

基本協定に別

者を除く。）に

情報は、前項

示の時に公知

示される前に

示の後に甲又

及び乙が基本

項の定めにか

る事前の通知

の通知を行う

通知を行うこ

護士、公認会

令に従い開示

限ある官公署

立時及び増資

ちに甲に提出

 

提出した入札

ために最大限

各当事者は、

の一切を賠償

損害を与えた

るものとする

 

締結に至らな

相互に債権

為に協力し、

乙は、正当

れに係る消費

して負うもの

より甲が被っ

甲が乙に対し

債務も連帯債

基本協定又

下「秘密情報

基本協定の履

別段の定めが

に開示しては

項の秘密情報

知である情報

に自ら正当に

又は乙のいず

本協定に基づ

かかわらず、

知を行うこと

ことが、権

ことを要さな

会計士、税理

示が要求され

署の命令に従

資時において

出するものと

札提出書類に

限協力するも

基本協定上

償しなければ

たときは、乙

る。 

なかった場合

権債務関係の

当該協力に

当な理由なく

費税及び地方

のとする。な

った損害のう

して損害賠償

債務となるも

又は本件事業

報」という。）

履行又は本件

がある場合を

はならない。

報に含まれな

報 

に保持してい

ずれの責めに

づく秘密保持

甲及び乙は

により、秘

権限ある関係

ない。 

理士、国家公

れる場合 

従う場合 

3

て、当該時点

する。 

に従い、事業

ものとする。

上の義務を履

ばならない。

乙を構成する

合、既に甲及

の生じないこ

に関して支出

事業契約を

方消費税の合

なお、当該違

うち、当該違

償の請求を行

ものとする。

業に関連して

）を秘密と

件事業の実施

を除いては、

。 

ないものとす

いたことを証

にも帰すこと

持義務の対象

は、次の場合

秘密情報を開

係当局による

公務員等の法

点における各

業者に出資し

 

履行しないこ

この場合に

るすべての企

及び乙が本件

ことを確認す

出した費用に

を締結しない

合計額の 100

違約金の定め

違約金により

行うことを妨

 

て相手方から

して保持す

施以外の目的

相手方の事

する。 

証明できる情

のできない

象としないこ

合には相手方

開示すること

る犯罪捜査等

法令上の守秘

各株主から別

し、かつ事業

とにより他

において、乙

企業は、甲に

件事業の準備

する。ただし

については、

い場合には、

分の５に相

めは損害賠償

り填補されな

妨げないもの

受領した情

るとともに

的でかかる秘

事前の書面に

情報 

い事由により

とを書面に

方の承諾を要

ができる。

等への支障を

秘義務を負担

別紙２の書式

業者による借

他の当事者に

乙のいずれか

に対し、連帯

備に関して支

し、甲が第２

乙の負担と

甲に対して

相当する金額

償額の予定で

ないものがあ

のとする。こ

情報のうち第

、秘密情報

秘密情報を使

による承諾な

公知となっ

により合意し

要することな

ただし、相

を来たす場合

担する者に開

式の誓約書を

借入その他の

に損害を与え

かの債務不履

帯してその損

支出した費用

条第４項に

する。 

本件事業の

額の違約金を

ではなく、事

あるときは、

の場合、か

第２項に定め

報につき責任

使用してはな

なしに第三者

た情報 

した情報 

く、相手方

相手方に対す

合は、かかる

開示する場合

え

履

損

に

事

か

任

者

方

す

合 



 

 

（４） 甲と

甲は、４ 

し、法令

とができ

 

（基本協定

第９条 基

て終期と

った場合

の終了後

 

（準拠法及

第１０条 

一審専属

 

（規定外事

第１１条 

 

 

と守秘義務契

前各項の定

令その他甲の

きる。 

定の有効期間

基本協定の有

とする期間と

合には、事業

後も、第７条

及び裁判管轄

基本協定は

属管轄権は、

事項） 

基本協定に

契約を締結し

定めにかかわ

の定める諸規

間） 

有効期間は、

とし、当事者

業契約の不成

条、第８条及

轄） 

は、日本国の

釧路地方裁

に定めのない

した甲のアド

わらず、本件

規定の定める

基本協定が

者を法的に拘

成立が確定し

及び第１０条

の法令に従い

裁判所に属す

い事項につい

[
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ドバイザーに

件事業に関し

るところに従

が締結された

拘束するもの

した日をもっ

条の規定は存

い解釈される

するものとす

いては、必要

[以下、余白

に開示する場

して知り得た

従って情報公

た日を始期と

のである。た

って終期とす

存続するもの

ものとし、

する。 

要に応じて甲

白] 

場合 

た行政情報に

公開その他の

し、事業契

ただし、事業

する期間とす

のとする。 

基本協定に

、乙協議に

に含まれるべ

の必要な措置

契約の終了し

業契約が締結

する。ただし

に関する一切

により定める

べき情報に関

置を講じるこ

した日をもっ

結に至らなか

し、基本協定

切の裁判の第

。 

関

か

定

第
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以上の証として、基本協定書を[ ]通作成し、甲及び乙の構成企業がそれぞれ記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

（甲）遠軽地区広域組合 

管理者  佐々木 修一 

 

 

 

（乙）●●●●グループ 

（代表企業） 

[               ] 

[               ] 

 

（構成員） 

[               ] 

[               ] 

 

（構成員） 

[               ] 

[               ] 

 

（構成員） 

[               ] 

[               ] 

 

（構成員） 

[               ] 

[               ] 

 

（協力企業） 

[               ] 

[               ] 

 

（協力企業） 

[               ] 

[               ] 
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（別紙１）（第４条第４項関係） 

 

事業者設立時の株主名、住所及び出資額 

 

 

株主名 出資金額 

 

 

 

 

 円

 

 

 

 

 円

 

 

 

 

 

 円

 

 

 

 

 

 円

 

 

 

 

 円

出資金合計（資本金額）  円
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（別紙２）（第４条第７項関係） 

 

遠軽地区広域組合  

管理者             様 

 

誓 約 書 
 

[     ]の株主である[     ]、[       ]及び[       ]（以下「株

主」という。）は、本日付けをもって、遠軽地区広域組合（以下「組合」という。）に対し、ごみ

焼却施設長期包括的運営委託業務に関して、以下の事項を誓約します。 

 

 

１ 株主は、その保有する[     ]の株式を譲渡し、これに担保権を設定し、又はこれにつ

きその他の処分（これらの予約を含む。）を行うときは、組合に対し「別紙 2－1 株式処分承

認申請書」を提出し、事前に組合の書面による承諾を得る。 

 

２ 株主は、その保有する[     ]の株式を譲渡しようとする場合は、当該譲受人をして、

本誓約書と同様の内容の誓約書を予め組合に提出させるものとする。また、株主（その保有す

る株式を全部譲渡することにより[     ]の株主たる地位を失った者を除く。）は、株主間

契約に関し、当該譲受人を当事者に含める旨の変更を行い、当該譲受人は株主間契約の当事者

となる。 

 

３ 株主は､上記誓約の内容を担保するため、株主間契約の中で上記の誓約の内容を定めることと

し、その旨を書面により組合に報告する。 

 

 

平成  年 月  日 

 

     住所 

     企業名 

     代表者名 
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（別紙２－１）（第４条第７項関係） 

 

 

株式処分承認申請書（書式） 
 

 

遠軽地区広域組合  

管理者             様 

 

 

このたび、私の保有する[       ]の株式を次のとおり処分したいので、ご承認いただ

きたく、ここに申請いたします。 

 

１ 申請に係る処分 

   □ 株式の譲渡 

   □ 株式の担保設定 

   □ その他の処分（具体的内容：                      ） 

 

２ 申請の理由 

（                                   ） 

 

３ 処分の相手方 

   住所：                          

   氏名：                          

   代表者（法人の場合）： 

 

４ 処分株式数：（         ）株 

 

５ 処分予定日：平成    年     月     日        

 

以  上  

 

 

 

平成    年     月     日        

  

申請者:                               

住  所:                               

代表者：            

 


